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本日の趣旨

■目次

令和３年度に西浦和駅周辺まちづくり方針を策定し、現在、その方針を実行に移すた

めのプランの策定を検討しています。本日は、アクションプラン策定案の報告として、

まちの将来像やまちづくりの方針、当面注力する取組「重点プロジェクト」について

の報告をし、共通理解を深めることを趣旨としています。

 本日の趣旨

 アクションプランについて

・第１章 西浦和駅周辺まちづくりアクションプランについて

・第２章 西浦和駅周辺地区の特性

・第３章 まちの将来像

・第４章 まちづくりの方針

・第５章 地区交通プランの取組

・第６章 重点プロジェクト

 今後の予定

本日の内容

前回
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第１章 西浦和駅周辺まちづくりアクションプランについて ー位置づけと役割
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■アクションプランとは

前回のおさらい

令和３年度策定のまちづくり方針の深度化を図り、具体的なまちの将来像を示し共有
を図るとともに、その実現に向けた具体的な取り組みを明確にし、まちづくりを効果
的・効率的に進めていくために策定するものです。
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本プランの計画期間は、さいたま市総合振興計画実施計画の期間との整合を
考慮し、令和８（2026）年度からおおむね10年間とします。

なお、取り組みの進捗状況や社会情勢の変化などを踏まえて、必要に応じて
見直しなどを行います。

■アクションプランの計画期間



本プランは、「2030さいたま輝く未来と希望（ゆめ）のまちプラン」（さ
いたま市総合振興計画）や「さいたま市都市計画マスタープラン」に即す
るとともに、関連計画を踏まえ策定しました。

4

■上位計画との関係



計画の対象区域は、「令和３年度西浦和駅周辺まちづくり方針」と同じ範囲とします。JR西浦
和駅を中心に、さいたま市桜区田島地区のうち西浦和第一土地区画整理事業の区域を含めた範
囲としています。また、取り組みによっては区域外との連携も図るものとします。

第１章 西浦和駅周辺まちづくりアクションプランについて ー計画対象区域
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前回のおさらい



区画整理事業区域から
駅や商店街への

アクセス性の向上

（1）駅へのアクセス

第２章 西浦和駅周辺地区の特性 ー３.まちづくりの課題
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【まちづくり方針】策定後に
把握された新たな課題の追加

国道17号新大宮バイパス
西側から駅への横断性・

安全性の向上

駅南側に車両が
一時停止できる
スペースの確保

駅南側を含めた駅
周辺の都市基盤や
産業基盤の強化

前回のおさらい



（2）まちの賑わい・活性化

第２章 西浦和駅周辺地区の特性 ー３.まちづくりの課題
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• 当該地域の人口は減少傾向にあり、田島団地を中心に高齢化が進んでいる。

• 地元まちづくり団体などが中心となり、地域に愛着を持ちながら活発なまちづくり

活動が進められている。

• 日用品の買い物ができる店舗が立地している一方で、店舗の減少も見られる。また、

商店街を回るための歩行空間の不足が懸念されており、生活に密着した商業機能の

充実など、利便性の向上が求められる。

• 駅の南側は駅前広場がなく、地域の玄関口としての機能が不足している。

• 上記の機能以外にも、生活の質を高めるには、住民同士の多世代交流、地域間交流

等の場、居場所となる場をハード・ソフトの両面から充実することが求めれる。

【まちづくり方針】策定後に把握された新たな課題の追加

前回のおさらい



・ＵＲ都市機構によって団地再生事業が進められている田島団地や、産業集積拠点

検討エリアも視野に入れたまちづくりが求められる。

第２章 西浦和駅周辺地区の特性 ー３.まちづくりの課題
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• 必要な都市基盤が未整備のまま宅地の細分化や市街化が進行した。

• 駅の北側に幅員６ｍ未満の道路が入り組んでおり、幅員4ｍ未満の道路も多く、通

り抜けできない箇所も存在する。徒歩や自転車で移動する際の安全性を確保するこ

とが求められている。

• 地域活動・交流の場を形成するための公園など、オープンスペースの整備要望がある。

• 荒川・入間川の「さいたま市洪水ハザードマップ」や桜区の「さいたま市内水ハザー

ドマップ」では浸水区域と想定されている。

また、地震が発生したときに避難が困難となるエリアも想定されている。

• 駅直近、商店街、通学路等、徒歩や自転車で移動する際の安全性を確保することが

求められる。

【まちづくり方針】策定後に把握された新たな課題の追加

（3）まちの安全性・快適性

（4）周辺地域との連携

前回のおさらい

【まちづくり方針】策定後に把握された新たな課題の追加



第３章 まちの将来像

〇 まちの将来像と基本的な考え方

〇 まちづくりで重視すべき要素
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第３章 まちの将来像
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１.まちの将来像と基本的な考え方

※基本的な考え方は踏襲します



第３章 まちの将来像
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２.まちづくりで重視すべき要素

※基本的な考え方は踏襲します



第４章 まちづくりの方針

〇 まちづくりの方針と手法

〇 土地利用のゾーニング（方針図）

〇 方針のイメージ
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第４章 まちづくりの方針
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まちづくりで重視すべき要素

１.利便
（１）駅へのアクセス性の向上
（２）駅を中心とした回遊のサポート
（３）駅前の土地活用の促進

２.安全
（１）交通安全性の向上
（２）災害に強いまちづくりの推進
（３）長期未着手の土地区画整理事業の

廃止と改善方策の実施

３.快適・環境
（１）歩行者が快適に移動できる道路空間の形成
（２）公園等のオープンスペースの確保

４.居場所・住居
（１）駅前の居場所づくり
（２）多様な世代が暮らしつづけ

られる田島団地の再生の支援

５.つながり
（１）地元組織の活動支援による住民同士の交流の促進
（２）田島団地の再生による新たな交流の場所づくり
（３）産業集積拠点の形成に向けた民間企業の誘致
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第４章 まちづくりの方針



第４章 まちづくりの方針
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まちづくり方針（R3）→アクションプラン

『まちづくりの方針』に沿って、土地利用のゾーニング、整備を進
める道路や駅前広場等を図にまとめたのが以下の方針図です。



第４章 まちづくりの方針
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まちづくり方針（R3）→アクションプラン 方針図を対比したものです

『まちづくりの方針』の方針図 『アクションプラン』の方針図



第４章 まちづくりの方針
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イメージ図（R7.6時点_検討段階）
方針図をイメージ図としたものです



ここで一旦休憩します
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第５章 地区交通プランの取組

〇 地区交通プランとは

〇 地区交通の目標
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第５章 地区交通プランの取組
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地区交通プラン
⇒さいたま市道路網計画では、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成のため

に必要な取り組みを一体的にまとめた「地区交通プラン」の考え方が新たに導
されています。
地区交通プランとは、市内各地で地区レベルでのみちづくりと地区の将来ビジョ
ンを示すものです。

⇒西浦和駅周辺は、「地区交通プラン優先検討エリア」と位置づけられています。
※まちづくりの検討にあわせて、地区交通プランを検討していきます。

前回のおさらい

地区交通プランの取組の計画期間
地区交通プランの取組は、アクションプランの計画期間にとらわれずに、長期的
な視点で、本来目指すべき地区交通の目標を示したうえで、その実現に向けた道
路の役割等を示します。

アクションプラン計画期間



第５章 地区交通プランの取組
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１.地区交通の目標
（１）地区交通の目標

『安全で快適な誰もが移動しやすい住みやすいまち』

（２）目標実現に向けた道路の役割の設定

出典：ストリートデザインガイドライン― 居心地が良く歩
きたくなる街路づくりの参考書 ―（国土交通省、R3.5）

自家用車や公共交通機関、自転車等を利用
して人やモノが通行するための空間、ある
いは、歩行者が通行するための空間

「リンク（通行）」機能

「プレイス（滞在）」機能

人々が滞在し、交流し、様々な活動を繰り広
げられる空間

目標として掲げている「安全で快適な誰もが移動しやすい住みやすいまち」を実現するためには、
①歩行者、②自転車・シェアサイクル、③自動車それぞれにおいて、リンク（通行）機能とプレイス
（滞在）機能を踏まえて動線を検討し、地区としての道路ネットワークを位置づけていくことが重要
です。
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第５章 地区交通プランの取組

①歩行者、②自転車・シェアサイクル、③自動車それぞれの役割を踏まえ、
西浦和駅周辺について交通手段別に道路の性格付けをとりまとめました。

歩行者の回遊性

車両の通行機能

歩行者の回遊性・滞在性

歩行者の回遊性

車両の通行機能



第６章 重点プロジェクト

〇 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくり
の推進

〇 土地区画整理事業の廃止と市街地改善のまち
づくりの推進

〇 まちづくりの実施体制の構築
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【重点プロジェクト１】

【重点プロジェクト２】

【重点プロジェクト３】



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

重点プロジェクト２ 土地区画整理事業の廃止と市街地改善のまちづくりの推進

重点プロジェクト３ まちづくりの実施体制の構築

地域と連携して当面注力する取組を「重点プロジェクト」として位置付けます。

重点プロジェクト１
重点プロジェクト２

主に駅前直近エリアが対象

田島団地とも連携していく

主に土地区画整理事業エリアが対象

産業集積拠点や田島団地とも
連携していく

重点プロジェクト１、２を進めていくにあたって⇒ 新たなまちづくり体制づくり



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

（１）プロジェクトの概要
まずは概要として整理



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

課題を今一度整理してみると



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

図 重点プロジェクト①で想定する取組のまとめ

課題を踏まえ、想定する取組をまとめ
ると、以下のようになります。

図 重点プロジェクト①で想定する取組のまとめ



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

まとめ

図 重点プロジェクト１のスケジュール

まちづくり組織設立支援 （※重点PJ３参照）

概略
検討

概略
検討



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト２ 土地区画整理事業の廃止と市街地改善のまちづくりの推進

概要を説明する前に

土地区画整理事業の当初の目標である
「都市基盤整備水準の向上」
「密集市街地の解消」
について、
現在の達成状況を整理してみると

一部の区域では、道路ネットワークや公
園の不足、防災性の不足がみられます。

土地区画整理事業を廃止するとともに、
現在のまちの構造は大きく変えずに、一
部の必要な区域では市街地の機能を少し
ずつ改善していく取組を進めます。



第６章 重点プロジェクト

30

重点プロジェクト２ 土地区画整理事業の廃止と市街地改善のまちづくりの推進

（１）プロジェクトの概要

図 まちづくりの方向性（破線の範囲が区画整理事業区域）

①

②

③

④

⑤



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト２ 土地区画整理事業の廃止と市街地改善のまちづくりの推進

（３）スケジュール

図 重点プロジェクト２のスケジュール



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト３ まちづくりの実施体制の構築

（１）プロジェクトの概要

重点プロジェクト１と２を進めていくにあたって、地域住民や地権者、民
間事業者、UR都市機構等が協力して、地域の住民や地元組織が主体となっ
て取組を進められるような体制づくりに取り組みます。

（２）想定する取組
① 新たなまちづくり組織の設立・運営支援
② 分科会等の設立・運営支援

（３）スケジュール

図 重点プロジェクト３のスケジュール



第６章 重点プロジェクト
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重点プロジェクト３ まちづくりの実施体制の構築

現在

将来イメージ

※コメント
分科会について
当面は、
①重点プロジェクト１で駅前地区のに
ぎわい・交通のあり方や地域主体の取
組の検討を行う組、
②重点プロジェクト２で土地区画整理
事業の廃止に向けて地区計画の検討を
行う組織
を想定



今後の予定について
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今後の予定

令和７年度第１回検討会（6/22,24）
↓ 意見交換の内容を反映

令和７年度第２回検討会（8～9月頃）予定
↓ 意見交換の内容を反映

全体説明会 10～11月頃を予定

令和７年度中にアクションプラン策定（予定）

【検討事項】

 西浦和駅周辺地区のまちづくりの推進

 区画整理廃止区域のまちづくりの推進
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